
議案第９号 

   東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

について 

 東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和７年２月２５日提出        東郷町長 石 橋 直 季     

 

   説 明 

 この案を提出するのは、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ改正

する必要があるからである。 

 

 



 

   東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年東郷町条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「１００分の６」を「１００分の８」に改める。 

別表第１の２行政職報酬表㈡を次のように改める。



 

別表第１（第４条関係） 

２ 行政職報酬表㈡ 

職務の級 １級 

号給 
基準額 

円 

１ １８５，７００ 

２ １８７，４００ 

３ １８９，１００ 

４ １９０，８００ 

５ １９２，５００ 

６ １９４，２００ 

７ １９５，８００ 

８ １９７，４００ 

９ １９９，０００ 

１０ ２００，５００ 

１１ ２０２，０００ 

１２ ２０３，５００ 

１３ ２０５，０００ 

１４ ２０６，５００ 

１５ ２０８，０００ 

１６ ２０９，５００ 

１７ ２１１，０００ 

１８ ２１２，４００ 

１９ ２１３，８００ 

２０ ２１５，２００ 

２１ ２１６，６００ 

２２ ２１７，７００ 

２３ ２１８，８００ 

２４ ２１９，９００ 



 

２５ ２２０，９００ 

２６ ２２１，８００ 

２７ ２２２，７００ 

２８ ２２３，６００ 

２９ ２２４，５００ 

３０ ２２５，３００ 

３１ ２２６，１００ 

３２ ２２６，９００ 

３３ ２２７，７００ 

３４ ２２８，４００ 

３５ ２２９，１００ 

３６ ２２９，８００ 

３７ ２３０，５００ 

３８ ２３１，１００ 

３９ ２３１，７００ 

４０ ２３２，３００ 

４１ ２３３，０００ 

４２ ２３３，５００ 

４３ ２３４，０００ 

４４ ２３４，５００ 

４５ ２３５，０００ 

４６ ２３５，４００ 

４７ ２３５，８００ 

４８ ２３６，２００ 

４９ ２３６，６００ 

５０ ２３６，９００ 

 備考 この表は、調理員、用務員その他これらに準ずる業務に従事する職員で町

長が規則で定めるものに適用する。 

 



 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和１０年３月３１日までの間における地域手当相当額に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当相当額

の月額は、改正後の条例第７条第２項の規定にかかわらず、基準額に、１００分

の８を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 町長は、前項の規則を定めるに当たっては、職員の生活への影響及び当該変更

に必要な原資を考慮しつつ、割合の段階的な変更が行われるようにしなければな

らない。 

 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

  一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の一部改正に準

じ、会計年度任用職員の報酬額等を改正する必要があるからである。 

２ 改正内容 

 ⑴ 地域手当相当額の割合を１００分の８に引き上げること。（第７条第２項関

係） 

 ⑵ 報酬の基準となる額を引き上げること。（別表第１関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ 令和７年４月１日から施行すること。 

 ⑵ 地域手当相当額について経過措置を設けること。 


